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運動期間 

令和８年４月６日(月)から４月 15日(水) 

 ○「交通安全意識を高める日」    ４月 ６日(月) 

○「交通事故死ゼロを目指す日」    ４月 10日(金) 

 ○「横断歩道おもいやりの日」    ４月 11日(土) 

 ○「高齢者交通安全の日」    ４月 15日(水) 

 ○「シートベルト・チャイルドシート着用啓発強化の日」 

４月 15日(水) 

運動重点 

１ 通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保 

 ２ 「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上 

３ 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底 

令和８年 
須磨警察署 

☏731-0110 

【春の行楽期における山岳遭難の防止】 

登山届は、遭難した場合に捜索・救助の手掛かりとなる重要なものです。 

入山地を管轄する警察署や所属する山岳会などに提出しましょう。 

 オンライン登山届受理システム「コンパス」を活用すれば、インターネット上で簡

単に登山届が提出できます。 

「コンパス」には兵庫県警察のホームページや次のＵＲＬ等からもアクセスできま

すので、ご利用ください。 

 

 

https://www.mt-compass.com
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検索ワード 

春の全国交通安全運動 
～交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけよう！～ 


